
協議事項53 

 

学級編制基準の見直しについて  

学級編制基準の見直しについて、協議事項として以下のとおり提案する。  

令和３年１月12日提出  

神戸市教育委員会事務局  

事務局長  長谷川 達也 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



小学校における学級編制基準の見直しについて 

 

 

１．令和３年度 文部科学省予算案 

 

【学級編制基準について】 

  小学校２～６年の学級編制基準について、令和３～７年の５年間で段階的に引き下げ 

 R3 R4 R5 R6 R7 

35 人学級編制の導入 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 

 

【教職員定数について】 

・令和３年度は、基本的に既に措置している加配定数を基礎定数に振り替えることで対応 

・令和４年度以降は、既に措置している加配定数の振替（3,000 人分）と少子化による自然減等の状況を踏まえ、

毎年度、必要数を措置 

 R3 R4 R5 R6 R7 計 

教職員定数の改善（全国） ＋744 人 ＋3,290 人 ＋3,283 人 ＋3,171 人 ＋3,086 人 ＋13,574 人 

 

 

 

２．神戸市における影響 

 

本市の学級編制基準を以下のとおり段階的に引き下げる。 

 

 

 

 

 

 

R2 R3 R4 R5 R6 R7

小１ 35人 35人 35人 35人 35人 35人

小２ 【35選】40人 35人 35人 35人 35人 35人

小３ 【35選】40人 【35選】40人 35人 35人 35人 35人

小４ 【35選】40人 【35選】40人 【35選】40人 35人 35人 35人

小５ 40人 40人 40人 40人 35人 35人

小６ 40人 40人 40人 40人 40人 35人

【35選】について
 35人学級編制とした場合に40人学級編制より学級数が増加する学年に教員１名を配置。活用方法は以下から選択。
   ①学級担任【35人学級編制を実施】
   ②学習支援担当（少人数指導や同室複数指導に活用）【40人学級編制を実施】
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小学校学級編制基準【見直し前・見直し後（案）】 

 
 
見直し前 

 
 
見直し後（案） 

 
※太字下線部が見直し箇所 

 
 

 

特 別 支 援 学 級

項　　　　目

単　式　学　級

複　式　学　級

（第１学年） （第２～６学年）

小　　学　　校
（義務教育学校の前期課程を含む。）

中　　学　　校
（義務教育学校の後期課程を含む。）

３５人 ４０人

１４人
（第1学年を含む場合は、８人）

―

８人

（注）上記は標準としての基準である。
　　　 ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。
　 １　小学校（義務教育学校の前期課程を含む。）第２学年から第４学年において、学校が３５人学級編制の
　　研究指定を希望し、市教育委員会が認めた場合
　 ２　上記１以外の地域や学校の実情に応じた学級編制の弾力的な取扱いについて市教育委員会が特に必
　　要があると認めた場合

（注）上記は標準としての基準である。
　　　 ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。
　 １　小学校（義務教育学校の前期課程を含む。）第３学年から第４学年において、学校が３５人学級編制の
　　研究指定を希望し、市教育委員会が認めた場合
　 ２　上記１以外の地域や学校の実情に応じた学級編制の弾力的な取扱いについて市教育委員会が特に必
　　要があると認めた場合

特 別 支 援 学 級

項　　　　目

単　式　学　級

複　式　学　級

（第１～２学年） （第３～６学年）

小　　学　　校
（義務教育学校の前期課程を含む。）

中　　学　　校
（義務教育学校の後期課程を含む。）

３５人 ４０人

１４人
（第1学年を含む場合は、８人）

―

８人
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